
補助対象者が行う以下のメニューに沿った施設整備・改修・備品購入
①施設の高付加価値化・高機能化
宿泊施設の部屋の和洋室化、トイレの洋式化・高機能化、温浴設備・体験施設の整備、景観改善に資する
改修、海上アクセス桟橋の設置、ヘリポートの整備 等

②インバウンド対応
案内板・施設看板の多言語化、デジタルサイネージの導入、キャッシュレス化、Wi-Fi設備 等

③バリアフリー・ストレスフリー対応
スロープ、エレベーター、多目的トイレ、休憩施設、猛暑・極寒対策設備、省力化・省人化に資する設備、
自動チェックイン受付機、次世代モビリティ、EV充電設備 等

④観光防災・危機対応 （令和８年度新規メニュー）
避難施設、災害時の情報発信装置、避難表示の多言語化、救護室の整備、自家発電設備、防犯カメラ 等

インバウンド・ユニバーサルツーリズム・観光防災推進補助金
本補助金は、インバウンド、障がい者、高齢者、親子連れをはじめ、誰もが安心・安全かつ快適に観光を楽しめる受入
環境の充実を図るため、インバウンド対応、ユニバーサルツーリズム、観光防災等に資する施設整備を支援します。
幅広いメニューを設けていますので、施設整備・改修等を考えている事業者の方は、この機会にぜひご検討ください。

宿泊施設（旅館業法の許可を有するもの。新たに取得する場合を含む）、観光施設、土産物店、観光案内所を
所有・管理又は運営する事業者（既存事業者だけでなく、新規事業者を含む）

補助対象者

補助対象事業

補助率・補助限度額

・補助率 ①～④とも1/2
・補助限度額
①施設の高付加価値化・高機能化 （補助下限額１００万円、補助上限額5,000万円）
②インバウンド対応 （補助下限額１００万円、補助上限額1,000万円）
③バリアフリー・ストレスフリー対応 （補助下限額50万円、補助上限額500万円）
④観光防災・危機対応 （補助下限額50万円、補助上限額500万円）

令和８年度

・この補助金は、令和7年度三重県2月補正予算の成立をもって確定します。また、補助事業の内容は変更となる場合があります。
・本補助事業は、国の重点支援地方交付金（令和7年度補正予算）を活用して実施します。

宿泊施設、観光施設等に携わる事業者の皆さまへ

●①～④の各メニューの趣旨に沿った効果的な事業計画が策定されていること
●施設整備・改修等の事業内容が「有効」と認められること
●事業スケジュール・資金計画が「実行可能」と認められること
●③については、「観光施設における心のバリアフリー認定」を取得すること
※対象外施設の場合、「観光施設における心のバリアフリー認定取得」に相当する取組を実施すること
●継続的に地域観光団体の会員である場合（新たに会員となる場合を含む）、加点となります

宿泊施設…旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条第１項に規定する許可を受けた者とします。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
（昭和２３年法律第１２２号）第２条第６項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除きます。なお、補助事業完了までに新たに許可を取得する場
合を含みます。

観光施設…旅行者が、見物、鑑賞、温泉・保養、娯楽、スポーツ、買物、食事、味覚、休憩、見学、体験等の観光目的の中で利用する施設及び場所を指します。
（例：博物館、美術館、水族館、植物園、動物園、資料館、テーマパーク、遊園地、スキー場、温泉施設、道の駅、体験施設、観光案内所 等）

・①は他メニューとの併用不可、②③④は、いずれか２つのメニューの併用を可とします。

問い合わせ先：三重県 観光部 観光振興課 受入環境促進班（059-224-2342）

採択要件・加点要件

これらは、施設整備・改修
事例の一例です。



事業スケジュール

4月下旬に
公募開始予定
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